
1 

 

 
 
 
 

平成３０年度 国内販路開拓支援プロジェクト 

『おいしい岡山！いいもの、 

うまいもの初出展応援フェア』 

２０１８ 
 

 

 

 

 

 

 出展のご案内  
 

 

 

 

 

□ 開催日 平成３０年１１月２９日（木）～１２月１日（土） 

□ 会 場 とっとり・おかやま新橋館・ＪＲ大崎駅南口改札前 

 

 

 

 

 

 

主催：岡山県商工会連合会 

開催要領 
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Ⅰ 開催概要 

 

１．目   的 

とっとり・おかやま新橋館（東京・新橋）での商談会並びに首都圏（Ｊ

Ｒ大崎駅南改札前）での物産展において、岡山県の特産品販路拡大及びＰ

Ｒ、首都圏に初出展する岡山県内地域特産品事業者等に情報発信、販路開

拓の機会を設け、地方と首都圏の消費者ニーズの違いを認識し、自社商品

のブラッシュアップ、今後の新商品開発を行うなど、意欲ある中小・小規

模企業者等の発展支援を目的とする。 

 

２．実施体制 

本商談会及び物産展は、「とっとり・おかやま新橋館」、「おおさき二

十四節気祭実行委員会」と連携して実施する。 

 

３．事業内容 

（１）名  称  おいしい岡山！いいもの、うまいもの初出展応援フェア 

 

（２）開催日時  ≪事前個別相談会≫ 

          平成３０年１１月２１日（水）・２２日（木） 

          ※フェア出展に備える個別相談会を実施します。 

           １社２時間程度（各社の相談時間は後日調整） 

 

≪商談会≫ 

          平成３０年１１月２９日（木）１４：００～１８：００ 

 

         ≪フェア（物産展）≫ 

          平成３０年１１月３０日（金）１０：００～２０：３０ 

               １２月 １日（土） ９：３０～２０：３０ 

 

【重要】 

※商談会では、首都圏バイヤー（高級スーパー、こだわ 

りの食材を扱う観光土産店等を中心に招聘）に向け、来

訪いただくようにご案内しますので、商品カルテ（商談

シート・ＦＣＰシート等）の準備をお願いします。 
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（３）開催場所 

    事前個別相談会：岡山県商工会連合会 

商談会：とっとり・おかやま新橋館（東京都港区新橋 1-11-7） 

フェア：ＪＲ山手線 大崎駅南改札前 

 

（４）出展内容 

    岡山県の地域特産品の展示販売、モニタリング、商談会 

 

（５）出展数 

６事業者（６ブース） 

 

（６）主  催 

    岡山県商工会連合会 

 

（７）協  力 

とっとり・おかやま新橋館、おおさき二十四節気祭実行委員会 

 

 

Ⅱ 募集案内 

 

（１）募集対象 

  ・岡山県内商工会の会員事業者であること。 

・概ね創業５年以内の事業者や首都圏でテストマーケティングを実施する 

事業者が製造販売する常温商品。 

 

（２）募 集 数 

   ６事業者（６ブース） 

    ※ブース数が限られておりますので、出展のご希望に沿えない場合があります。

また、本会にて出展内容を調整させていただく場合がありますので、あらかじ

めご了承ください。 

 

（３）出展条件 

   ①事前個別相談会及び商談会・フェアの３日間連続して、出展できる 

こと。 

    ※商工会職員による販売は不可です。 

②地域資源等を活用した特産品等を販売すること。 

③生産物賠償責任保険等（ＰＬ保険等）に加入していること。 

④首都圏への販路拡大に積極的であり、商談など対応可能であること。 

⑤試飲試食、サンプル商品等提供できること。 
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⑥商品カルテ（商談シート・ＦＣＰシート等）を各社で準備し、来訪さ 

れるバイヤーと商談が可能であること。 

 

（４）負担金及び販売手数料 

   ・テント、テーブル：無償 

   ・出店料：売上の１０％（売上が３万円以上の場合） 

   ・最低保証料：３，０００円（税込）／１日 

※最低保証料とは、売上が３万円以下の場合の出店料です。 

※売上額に応じて出店料が変動します。 

 0～29,999 円・・・・・・3,000 円 

 30,000～99,999 円・・・売上の 10％ 

 100,000～149,999 円・・売上の９％ 

 150,000 円以上・・・・・売上の８％ 

 

（５）販売方法 

   出店者の対面販売 

   ※売上金等の管理は出店者責任で対応 

 

（６）販売面積 

   １ブース：1.8ｍ×１ｍ 

   ※隣接する出店者とスペースを共有するようになりますので、ご協力を 

お願いします。 

 

（７）費用分担 

   《主催者》 

     会場利用料、販売台、作業台、広報費、イベント費用 

 

   《出店者》 

     ①商品等の搬入・搬出に伴う経費 

     ②会場までの交通費、宿泊費（※別途記載） 

     ③各売り場における個別装飾費 

     ④アルバイト等給与 

   

（８）会場設備 

     ①上下水道、電気の使用はできません。調理が必要な品目は原則販 

売不可。（試食提供に必要な場合は事前にご相談ください。） 

     ②ごみ処理は大小に関わらず全てに料金が発生します。１コンテナ 
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（約１㎥）1,000 円単位でごみ処理料金が発生します。 

 

（９）その他 

   ●フェア会場の状況について 

    ・JR 大崎駅の１日の乗降客数は約１６万人。 

    ・金曜日は会社勤めの男女、近隣の主婦などがメイン客層です。 

     年齢層は３０代～７０代程度。最も多いのが４０～５０代。 

    ・土曜日は近隣の方がメイン。会社勤めの方はほとんどいません。 

     年齢層は２０代～７０代程度。最も多いのが４０～５０代。 

    

●禁止事項 

 ・お客様や近隣店舗へ迷惑をかける行為。 

 ・意図的な価格の非表示。 

 ・歩行者の通行を妨げる行為。 

 ・薬品や危険物の販売。 

 ・商品知識がない販売員の設置。（マネキン販売は不可） 

 ・その他、主催者の判断により開催の危険が感じられる行為。 
 
 

 

Ⅲ 出展申込方法【申込期限：１１月２日（金）17:00 まで】 

  

 出展希望者は、別紙申込書に必要事項を記入し、商工会でとりまとめのう

え、平成３０年１１月２日（金）１７：００必着で、県連掲示板にてお申し込

みください。 

 また、商談会には首都圏のバイヤー（高級スーパー、こだわりの食材を扱う

観光土産店等を中心に招聘）が来訪予定のため、商品カルテ（商談シート・Ｆ

ＣＰシート）の作成をお願いします。事前に商品カルテを確認する場合がござ

いますので、ご協力よろしくお願いします。 

 なお、ブース数が限られておりますので、出店内容を調整させていただく場

合があります。また、出店者決定後、出店者あて別途出店関係書類等の提出を

お願いします。 
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Ⅳ 旅費の助成等について 

 

【旅費の支援（１名分）】 

 商談会及びフェア出店に際し、１名分の往復旅費及び宿泊費の一部を支援し 

ます。 

 ◇旅費は、最寄駅から会場までの往復分（ただし、新幹線・航空運賃の、

32,320 円（新幹線往復割引相当）を上限）を助成します。切符等は各自

で手配ください。 

 ◇宿泊費は、定額の 10,900 円を助成します。 

  ※出店に係る荷物の運送料は、出店事業者にてご負担いただきます。 

 

【提出書類】 全３種類 

  出店が決定した事業者は、下記の書類をご提出ください。各書類の提出期

限については個別にご連絡いたします。 

  ①出張命令簿 

    実際の旅程をご確認いただき、出張者の記名押印のうえ郵送にて提出

ください。 

  ②出張復命書 

 商談会・フェアに参加した感想や、出店商品に係る来場者の反応等に

ついてご記入いただき、出張者の記名押印のうえ商談や名刺交換等を行

った場合は、企業等に係る商談内容や出店後日の礼状発送・サンプル発

送・見積り提供等の実施内容を記載した資料（商談内容事業所一覧又は

名刺のコピー等）とともに、郵送にて提出ください。 

  ③旅費の領収書 

    旅費の領収証とともに、振込先金融機関口座の分かるものを同封のう

え、郵送にて提出ください。空路利用の場合は、領収証とともに搭乗チ

ケットの半券も必要です。搭乗チケットの半券が無い場合は、旅費のお

支払いができませんのでご注意ください。領収書等の確認が出来次第、

旅費を指定口座に送金いたします。 
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Ⅴ 注意事項 

 

（１）表示義務 

   食品・非食品ともに定められた表示義務を守ってください。食品につい 

ては、品名・容量・製造業者名・賞味期限等を必ず明記してください。 

 

（２）準備物 

   ①試飲・試食用品、並びにビニール袋（買い物袋）は出店者にて、それ 

    ぞれご用意ください。（主催者では準備しません。） 

   ②物産展期間中の売上金等の管理は、出展者責任で対応ください。事務

局は一切管理できませんので、あらかじめご了承ください。 

    また、事務局では両替対応できません。事前に十分なつり銭の準備を

お願いします。 

 

（３）出店者の責務 

   ①出店者は、主催者の定めを遵守してください。定めに従わない出店者 

は営業活動を取り消し、退去を求めることがあります。 

   ②食品衛生については、特に配慮してください。 

   ③注意義務を怠り、第三者に損害を与えた場合は、賠償の責任が課せら 

れます。 

   ④トラブルが発生したら、速やかに主催者（商工会連合会）に連絡をと 

り、円満に解決すべき対策を取ってください。 

 

 

 

問い合わせ先 

岡山県商工会連合会 

広域サポートセンター（担当：栢菅、中山、井上） 

 

 〒700-0817 

 岡山市北区弓之町 4 番 19-401 号 

 Tel：０８６－２２４－４３４１ 

 Fax：０８６－２２２－１６７２ 

 


